
第  １条  ソフトテニスの振興発展に尽力し功労顕著なもの、成績優秀で他の模範とな

          るもの、又は当連盟に特に功績のあったものはこの規定により表彰する。

第  ２条  この規定による表彰は、各支部からの推薦のもと、表彰審査委員会にはかり

　　　　　表彰する。

第  ３条  表彰は、次のものについて行う。

          （１）功労者

          （２）優秀選手

          （３）優良団体

          （４）ランキング選手

          （５）大会入賞選手

          （６）その他特に必要なもの

第  ４条  表彰される者には、表彰状、又は感謝状、あるいは記念品を授与し、その功

          をたたえる。

第  ５条  表彰は原則として毎年評議員会において行う。但し、第３条の(５)・(６)は

          随時行う。

第  ６条  功労者は、長年にわたり岡山県ソフトテニスの振興発展並びに当連盟の事業

          に特に功労顕著であり、かつ、人格高潔であるもの。

第  ７条  優秀選手は長年にわたり選手の模範として尊敬を受け、又は当該年度におい

          て特に優秀な成績を収めたもの。

第  ８条  優良団体は多年ソフトテニスの振興発展に寄与し、又は優秀成績を収め他の

          模範となるもの。

第  ９条  ランキング選手は、当該年度内の成績が優秀で規定の順位までにランクされ

          た者である。

第１０条  大会入賞選手に対する表彰は、次の大会について行う。

          （１）当連盟主催各種大会

          （２）当連盟が共催又は後援する大会

第１１条  各表彰は、原則として会員登録をしている者について行う。

第１２条  表彰審査委員会は、会長が次の役員を集め審査し、決定する。

          （１）副会長

          （２）理事長

          （３）副理事長

第１３条  表彰審査委員会は、委員の過半数の同意が必要である。

第１４条  委員は本委員会にあって、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。

              附          則

第１５条  この規定は、昭和４０年３月６日より実施する。

          この規定は、平成１１年２月１４日より実施する。（一部改定）

          この規定は、平成１９年２月１０日より実施する。（一部改定）

          この規定は、平成２５年８月３１日より実施する。（一部改定）

          この規定は、平成２６年８月３０日より実施する。（一部改定）

岡山県ソフトテニス連盟表彰規定



 種  別     大    会    名  １位  ２位  ３位  ４位  ５位  ６位  ７位  ８位

岡 山 県 選 手 権 大 会 100 70 60 50 40 30 20 10

シ ン グ ル ス 選 手 権 100 70 60 50 40 30 20 10

国 体 県 選 手 選 考 会 70 50 40 30

インドア選手権 大会 50 30 20 10

岡 山 県 選 手 権 大 会 100 70 60 50

シ ン グ ル ス 選 手 権 100 70 60 50

インドア選手権 大会 50 30 20 10

岡 山 県 選 手 権 大 会 100 70 60 50

インドア選手権 大会 50 30 20 10

シニア
65才

岡 山 県 選 手 権 大 会 100 70 60 50

学  連 学生ソフトテニス大会 100 80 60 50 40 30 20 10

春 季 選 手 権 大 会 100 80 60 50 40 30 20 10

全日・中国予選 個人 100 80 60 50 40 30 20 10

中学生 県 総 体 100 70 60 50 40 30 20 10

岡 山 県 選 手 権 大 会 100 70 60 50 40 30 20 10

全 日 本 予 選 会 50 30 20 10

  ※  同点の場合は、県選手権上位を上位ランクとする。                             
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高校生

小学生

岡山県ランキング規定（改正案）
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